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　空気調和設備の基準一次エネルギー消費量 SACE [MJ/ 年 ] は、本告示で規定される方法に従い、
次式 (3.1.1) により算出する。

� �,
1

n

SAC SAC r r
r

E a A
 

 u¦  （3.1.1）

ここで、

,SAC ra  ：空調対象室 rの室用途及び地域区分毎に定まる係数［MJ/（m
2・年）］

rA  ：空調対象室 rの床面積［m2］

n  ：当該非住宅建築物における空調対象室の数［－］

　空調対象室 rの室用途及び地域区分毎に定まる係数 ,SAC ra については、本告示における別表第

3にて規定されている（共同住宅共用部は本告示の第 2、2-2（2）イにて規定されている）。こ
の係数 ,SAC ra は、室用途別、地域別に定められた基準一次エネルギー消費量原単位（単位床面積
あたりの基準一次エネルギー消費量）であり、次の手順により算出される。

１）室用途毎、地域毎に「基準設定外皮仕様」、「基準設定空気調和設備仕様」を定める。実際に
届け出のあった省エネ計画書の分析結果、各種文献調査、設計者等へのヒアリング調査を実
施し、これらの検討結果を総合して、平成 25 年時点における標準的な外皮仕様、設備仕様を
「基準設定外皮仕様」及び「基準設定空気調和設備仕様」として定めた。

２）図 3.1.1 に示す建物モデル（以後、単室モデルと呼ぶ）を対象として、一次エネルギー消費
量の計算を行う。一次エネルギー消費量は、建物の形状や方位、外皮の面数によって大きく
異なるため、この影響を勘案するために、表 3.1.1 に示すとおり、外皮の面数、方位、室の奥
行について計 24 ケースを想定し、これらの条件で一次エネルギー消費量の計算を行う。
　一次エネルギー消費量の計算は地域毎、室用途毎に実施し、単室モデルに対して 1つの室
用途を適用し、その外皮仕様及び空気調和設備仕様については、当該地域及び室用途の「基
準設定外皮仕様」及び「基準設定空気調和設備仕様」を適用する。なお、一次エネルギー消
費量は、第 2部で解説した一次エネルギー消費量の算出ロジックに従って算出する。
　建物モデルの階高及び窓面積率については、室用途毎に一般的な値を決めて計算を行う。
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図 3.1.1　計算対象建物モデル

表 3.1.1　計算ケース

３）室用途毎、地域毎に、全 24 ケースの一次エネルギー消費量計算結果を平均し、これを各室
用途、各地域の基準一次エネルギー消費量原単位とする。ただし、次の室用途については、
平均処理する計算ケースを次のとおりとする。
　　ａ）奥行き 5mの結果のみを平均（表 3.1.1 のケース 1～ 8を平均）

　　　　ホテル等 客室、客室内の浴室等
　　　　病院等 病室、浴室等
　　　　学校等 小中学校の教室、高等学校の教室、職員室

　　ｂ）奥行き 10mと 20mの結果のみを平均（表 3.1.1 のケース 9～ 24 を平均）

　　　　ホテル等 終日利用される廊下、宴会場、日中のみ利用される廊下
　　　　病院等 終日利用される廊下、日中のみ利用される廊下
　　　　学校等 講堂又は体育館
　　　　集会所等  公式競技用スケート場、公式競技用体育館、一般競技用スケート場、一
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般競技用体育館、レクレーション用スケート場、レクレーション用体育館、
映画館の客席、劇場の舞台、劇場の客席

　基準設定外皮仕様として、外壁及び屋根の仕様（基準設定外壁仕様）と窓ガラスの仕様（基
準設定窓仕様）の 2つを定めた。基準設定外壁仕様、基準設定窓仕様ともに同じ建物用途に属
する室用途であれば仕様は同じであると考え、建物用途毎に基準設定仕様を定めた。また、1
地域と 2地域、3地域と 4地域、5地域と 6地域と 7地域は仕様が同じであると想定し、これに
8地域を加えた計 4区分で仕様を定めた。基準設定外壁仕様を表 3.1.2 ～表 3.1.11 に、基準設定
窓仕様を表 3.1.13 に示す。集会所等の外壁については様々な建物が想定されるため、室用途を 3
つのグループに分け、各グループについて基準設定外壁仕様を設定した。集会所等の各室用途
と基準設定外壁仕様との関係を表 3.1.12 に示す。

　基準設定空気調和設備仕様についても、外皮仕様と同様に 1地域と 2地域、3地域と 4地域、
5地域と 6地域と 7地域、8地域の 4区分で仕様を定めた。各室用途における熱源機器、二次ポ
ンプ、空調機の基準設定設備仕様を表 3.1.14 ～ 25 に示す。
　なお、表中で用いられる略語の定義は以下の通りである。

空冷HP ：熱源機種「空冷ヒートポンプ」
EHP ：熱源機種「ビル用マルチエアコン（電気式）」
FF式（灯油） ：熱源機種「FF式暖房機（灯油）」
VWV ：ポンプの流量制御方式「回転数制御」
CAV ：空調機の風量制御方式「定風量制御」
VAV ：空調機の風量制御方式「回転数制御」
熱源COP ： 熱源機器の定格能力を熱源の消費電力で除した値（FF式暖房機につ

いては、熱源機器の定格能力を定格燃料消費量（一次換算値）で除し
た値）

送風機ATF ：空調機の定格能力を空調機の送風機の消費電力で除した値
二次ポンプWTF ：二次ポンプの定格熱処理量を二次ポンプの消費電力で除した値
一次ポンプWTF ： 一次ポンプが熱を供給する熱源機器の定格能力を一次ポンプの消費電

力で除した値

　以上を踏まえて算出された係数 ,SAC ra の値及び算出時に想定した階高及び窓面積率を表 3.1.26

に示す。



第三部　基準一次エネルギー消費量の算定根拠

－ 340 －

表 3.1.2　基準設定外壁仕様（事務所等）
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表 3.1.3　基準設定外壁仕様（ホテル等）
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表 3.1.4　基準設定外壁仕様（病院等）
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表 3.1.5　基準設定外壁仕様（物販店舗等）
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表 3.1.6　基準設定外壁仕様（学校等）
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表 3.1.7　基準設定壁皮仕様（飲食店等）
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表 3.1.8　基準設定外壁仕様（集会所等、仕様 1）
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表 3.1.9　基準設定外壁仕様（集会所等、仕様 2）
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表 3.1.10　基準設定外壁仕様（集会所等、仕様 3）
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表 3.1.11　基準設定外壁仕様（共同住宅共用部）



第三部　基準一次エネルギー消費量の算定根拠

－ 350 －

表 3.1.12　集会所等の外壁仕様対応表
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表 3.1.13　基準設定窓仕様
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表 3.1.14　基準設定空気調和設備仕様（１、２地域）　熱源系統
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表 3.1.14　基準設定空気調和設備仕様（１、２地域）　熱源系統　（続き）
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表 3.1.15　基準設定空気調和設備仕様（１、２地域）  二次ポンプ系統
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表 3.1.15　基準設定空気調和設備仕様（１、２地域）  二次ポンプ系統（続）
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表 3.1.16　基準設定空気調和設備仕様（１、２地域）空調機系統
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表 3.1.16　基準設定空気調和設備仕様（１、２地域）  空調機系統（続）
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表 3.1.17　基準設定空気調和設備仕様（３、４地域）　熱源系統
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表 3.1.17　基準設定空気調和設備仕様（３、４地域）　熱源系統　（続き）
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表 3.1.18　基準設定空気調和設備仕様（３、４地域）二次ポンプ系統
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表 3.1.18　基準設定空気調和設備仕様（３、４地域）二次ポンプ系統　（続き）
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表 3.1.19　基準設定空気調和設備仕様（３、４地域）空調機系統
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表 3.1.19　基準設定空気調和設備仕様（３、４地域）空調機系統　（続き）
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表 3.1.20　基準設定空気調和設備仕様（５、６、７地域）　熱源系統
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表 3.1.20　基準設定空気調和設備仕様（５、６、７地域）　熱源系統　（続き）
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表 3.1.21　基準設定空気調和設備仕様（５、６、７地域）二次ポンプ系統
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表 3.1.21　基準設定空気調和設備仕様（５、６、７地域）二次ポンプ系統　（続き）



第三部　基準一次エネルギー消費量の算定根拠

－ 368 －

表 3.1.22　基準設定空気調和設備仕様（５、６、７地域）空調機系統
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表 3.1.22　基準設定空気調和設備仕様（５、６、７地域）空調機系統　（続き）
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表 3.1.23　基準設定空気調和設備仕様（８地域）　熱源系統
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表 3.1.23　基準設定空気調和設備仕様（８地域）　熱源系統　（続き）
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表 3.1.24　基準設定空気調和設備仕様（８地域）二次ポンプ系統
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表 3.1.24　基準設定空気調和設備仕様（８地域）二次ポンプ系統　（続き）
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表 3.1.25　基準設定空気調和設備仕様（８地域）空調機系統
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表 3.1.25　基準設定空気調和設備仕様（８地域）空調機系統　（続き）
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表 3.1.26　空気調和設備の基準一次エネルギー消費量原単位
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表 3.1.26　空気調和設備の基準一次エネルギー消費量原単位（続き）
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表 3.1.26　空気調和設備の基準一次エネルギー消費量原単位（続き）
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第二章　機械換気設備

　機械換気設備の基準一次エネルギー消費量 SVE ［MJ/ 年］は、本告示で規定される方法に従い、

次式（3.2.1）により算出する。

ESV＝
n

Σ
r=1
( )×aSV,r Ar  （3.2.1）

　ここで、

,SV ra  ：換気対象室 rの室用途毎に定まる係数［MJ/（m2・年）］

rA  ：換気対象室 rの床面積［m2］
n  ：当該非住宅建築物における換気対象室の数［－］

　換気対象室 rの室用途毎に定まる係数 aSV,rについては、本告示における別表第 3にて規定さ
れている（共同住宅共用部は本告示の第 2、2-2（2）ロにて規定されている）。この係数 aSV,r は、
各室用途における基準一次エネルギー消費量原単位（単位床面積あたりの基準一次エネルギー
消費量）であり、次式（3.2.2）、（3.2.3） により算出される。

ESV,r TV,r＝ × × ×10－3×aSV,r kV fprim,eηm
 （3.2.2）

, , 3
, 10

3600
SV r SV r

SV r
f b

V P
E D

K K
�u'

 u u
u u

 （3.2.3）

　ここで、
 kV  ：　換気方式によって定まる係数（第一種換気なら 2、その他は 1）［－］

 ,SV rE  ：　室 rの基準設定送風機軸動力［kW］
 ,V rT  ：　室 rの換気運転時間［時間］

 mK  ：　電動機効率［－］
 

,SV rV  ：　室 rの基準設定換気風量［㎥ /h］
 ,SV rP'  ：　室 rの基準設定全圧損失［Pa］

 fK  ：　送風機効率［－］

 bK  ：　伝達装置効率［－］
 D  ：　設計余裕率［－］

 fprim,e ：　電気の量 1キロワット時を熱量に換算する係数［kJ/kWh］

　電気の量１キロワット時を熱量に換算する係数 fprim,eは、本告示における別表第 6に記載され
ている数値を用いる。

第二章　機械換気設備
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　送風機効率と伝達装置効率の積 f bK Ku は 0.4、設計余裕率D は 1.2 とした。これは旧基準で想
定されていた値と同じである。また、電動機効率は一律で 0.75 とした。

　基準設定換気風量 ,SV rV 、基準設定全圧損失 ,SV rP' については、室用途毎に値を次のように定
めた。

（1）基準設定換気風量
　（社）公共建築協会「建築設備設計基準 平成 21 年版」における換気回数を基に室用途毎に値
を決めた。建築設備設計基準で規定されている換気回数を表 3.2.1 に示す。天井高を一律 2.7m
と想定して、この換気回数から基準設定換気風量を定めた。また、各室用途の換気方式も同表
を基に決めた。

表 3.2.1　建築設備設計基準における換気方式等

（（社）公共建築協会「建築設備設計基準 平成 21 年版」p454　表 3-1　を転載）
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（2）基準設定全圧損失
　実際の設計事例における全圧損失を調査し、この結果を基に値を定めた。なお、本調査では、
全圧損失として機器表における「静圧」の値を分析した。ダクトルート上で、吸込風速と吹出
風速が同じであれば動圧は考慮しなくてよいと考えられるが、実務上、静圧損失を積み上げる
中で、吹出風速を考慮して圧力損失を積み上げているケースが確認されているため、今回の調
査においては、機器表に記載されている静圧を全圧とみなした。
　調査結果を図 3.2.1 に示す。考察を次に示す。
　　・　全体的に全圧損失は 150Pa ～ 300Pa 程度とみられる。
　　・　駐車場は比較的全圧損失が大きい傾向にある。これは、地下に配置されているためダ

クトルートが長いこと、消音のためにサイレンサーや消音エルボが設置されているこ
と、風量が大きいためダクト径も大きく、ダンパーが平行羽の大きなものになること
等による。

　　・　厨房も比較的全圧損失が大きい傾向にある。特に、複数店舗の集合排気の場合に全圧
損失が大きくなっている。これは、集合排気をとるためダクトルートが長いこと、複
数店舗がぶら下がるためにダンパーの個数が多いこと、複数店舗の制御のためにダン
パーなどが多いこと、脱臭装置や消音エルボなどが設置されていること、などによる。

　　・　トイレや給湯室は比較的全圧損失が小さい傾向にある。これは、トイレ部分が各階排
気ガラリ位置になっているケースが多く、ダクトルートが短く、ダンパーの個数も少
ないことによる。

　　・　非常用 EV機械室は比較的全圧損失が小さい。これは、機械室に排気ガラリを設けて
いるケースが多く、ダクトルートが短く、ダンパー個数も少ないことによる。

　この結果を基に、駐車場と厨房については 600Pa、その他の室用途については 300Pa と設定

した。また、換気運転時間 ,V rT は、標準室使用条件の換気運転時間を用いた。
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図 3.2.1　実際の設計事例における全圧損失の調査結果

　室用途別に定められた基準設定換気風量、換気方式、全圧損失、ならびに換気運転時間と算

出された係数 aSV,rの値を表 3.2.2 に示す。
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表 3.2.2　基準設定機械換気設備仕様及び基準一次エネルギー消費量原単位
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表 3.2.2　基準設定機械換気設備仕様及び基準一次エネルギー消費量原単位（続き）
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表 3.2.2　基準設定機械換気設備仕様及び基準一次エネルギー消費量原単位（続き）
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表 3.2.2　基準設定機械換気設備仕様及び基準一次エネルギー消費量原単位（続き）
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　照明設備の基準一次エネルギー消費量 SLE  ［MJ/ 年］は、本告示で規定される方法に従い、次
式（3.3.1）により算出する。

� �,
1

n

SL SL r r
r

E a A
 

 u¦  （3.3.1）

　ここで、

,SL ra  ：照明対象室 rの室用途毎に定まる係数 ［MJ/（m2・年）］

rA  ：照明対象室 rの床面積  ［m2］
n  ：当該非住宅建築物における照明対象室の数［－］

　照明対象室 rの室用途毎に定まる係数 ,SL ra については、本告示における別表第 3にて規定さ
れている（共同住宅共用部は本告示の第 2、2-2（2）ハにて規定されている）。この係数 ,SL ra は、

室用途別に定められた基準一次エネルギー消費量原単位（単位床面積あたりの基準一次エネル
ギー消費量）であり、次式（3.3.2）～（3.3.4）により算出される。

ESL,r TL,r＝ × ×10－6×aSL,r fprim,e  （3.3.2）

, , ,SL r SL r SL rE W N u  （3.3.3）

ISL,r＝
× ×

NSL,r ĭSL,r USL,r MSL,r 
（3.3.4）

　ここで、

 ,SL rE  ：室 rの基準設定照明消費電力［W/m2］

 ,L rT  ：室 rの年間照明点灯時間［時間］

 fprim,e  ：電気の量１キロワット時を熱量に換算する係数［kJ/kWh］

 ,SL rW  ：室 rの基準設定照明器具の一台あたりの消費電力［W/台］

 ,SL rN  ：室 rの基準設定照明器具台数［台 /m
2］

 ISL,r ：室 rの基準設定照度［lx］
 ,SL r)  ：室 rの基準設定ランプ光束［lm］

,SL rU  ：室 rの照明率［－］

 ,SL rM  ：室 rの保守率［－］

　電気の量１キロワット時を熱量に換算する係数 fprim,e は、本告示における別表第 6に記載さ

れている数値を用いる。

第三章　照明設備
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　基準設定照明器具の一台あたりの消費電力 ,SL rW 、照明率 ,SL rU 、保守率 ,SL rM については、平
成 25 年時点で一般的に多用されていると考える代表的な光源と照明器具の組合せ（以下、「基
準設定照明設備仕様」とする。）を室用途別に定め、この設備仕様を基に算出した。各室用途の
基準設定照明設備仕様を表 3.3.5 に示す。ここで、照明器具・光源の型番とその照明率・光源光
束・保守率については、国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修「建築設備設計基準
（平成 21 年版）」に拠ることとした。「建築設備設計基準（平成 21 年版）」から選定した標準的
な照明器具の形状と照明率を表 3.3.1 に示す。なお、図中、器具Dについては本告示の基準値算
出には用いておらず参考扱いとする。また、表 3.3.1 では、内装材の反射率として天井 70%/ 壁
50%/ 床 10% の照明率が推奨参照値として太字で示されているが、本検討では、実際の設計で
選択されている状況を勘案し、天井 50%/ 壁 30%/ 床 10%の照明率（網掛け部分）を採用した。
また、標準的な室指数は 2.5 としている。標準的な光源の仕様は表 3.3.2 のように定めた。保守
率は、照明器具の周囲環境が「普通」の場合の値を採用し、照明器具形式と光源の種類に応じ
て表 3.3.3 のように定めた。基準設定照明設備仕様のうち、表 3.3.1 に示す照明器具形式により

照明率 ,SL rU が求まり、表 3.3.2 に示す光源種類によりランプ光束 ,SL r) 及び基準設定照明器具一
台あたりの消費電力 ,SL rW が求まる。また、表 3.3.3 により保守率 ,SL rM が求まる。
　基準設定照度 ,SL rE については、JIS Z9110-2010「照明基準総則」にて規定されている維持照
度及び設計者へのヒアリング調査結果を元に、室用途別に照度を定めた。各室の年間点灯時間

,L rT には、室 rの室用途の標準室使用条件における年間点灯時間を用いた。
　各室用途の基準設定照度 ,SL rE 、年間照明点灯時間 ,L rT 及び基準設定照明消費電力 ,SL rE と係
数 ,SL ra の算出結果を表 3.3.5 に示す。また、代表的な室用途について、基準設定照明消費電力

,SL rE の算出根拠を表 3.3.4 に示す。例えば、事務所等の事務室であれば、次のように係数 ,SL ra
を算出している。

 ランプ光束 ,SL r)  4950 lm × 2 本

 照明率 ,SL rU  0.64

 保守率 ,SL rM  0.69

 照度 ISL,r  750 lx

　式（3.3.4）より、照明器具台数 ,SL rN は 0.1716 台となる。したがって、基準設定照明器具の一

台あたりの消費電力 ,SL rW は表3.3.2 より 95Wであることから、基準設定消費電力 ,SL rE は式（3.3.3）
及び式（3.3.4）により、16.3（95 × 0.1716=16.29）W/m2 となる。したがって、基準一次エネルギー
消費量原単位は、16.3 W/m2 × 3133 時間× 9760/1000000 = 498.4MJ/（㎡・年）となる。



－ 389 －

基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
量
の
算
定
根
拠

第
三
部

第三章　照明設備

��
�

 ������ ၮḰ⸳ቯᾖౕེ�

�
�
�

表 3.3.1　標準的な照明器具の形状と照明率
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表 3.3.1　標準的な照明器具の形状と照明率（続き）
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表 3.3.1　標準的な照明器具の形状と照明率（続き）

出典：（社）公共建築協会「建築設備設計基準　平成 21 年版」

　その他、黒板灯として　FSR12-32　を利用する。この出典は「（社）日本照明器具工業会 
JIL5004 公共施設用照明器具（2010 年版）」である。
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表 3.3.2　標準的な光源の仕様

出典：（社）公共建築協会「建築設備設計基準　平成 21 年版」

表 3.3.3　標準的な光源及び照明器具形式の保守率（周囲環境は「普通」を想定）
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表 3.3.5　基準設定照明設備仕様及び基準一次エネルギー消費量原単位
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表 3.3.5　基準設定照明設備仕様及び基準一次エネルギー消費量原単位（続き）
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表 3.3.5　基準設定照明設備仕様及び基準一次エネルギー消費量原単位（続き）
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　給湯設備の基準一次エネルギー消費量［MJ/ 年］は、本告示で規定される方法に従い、次式
（3.4.1）により算出する。

� �,
1

n

SW SW r r
r

E a A
 

 u¦  （3.4.1）

　ここで、

,SW ra  ：給湯対象室 rの室用途及び地域区分毎に定まる係数 ［MJ/（m
2・年）］

rA  ：給湯対象室 rの床面積の合計 ［m2］

n  ：当該非住宅建築物における給湯対象室の数［－］

　給湯対象室 rの室用途及び地域区分毎に定まる係数 ,SW ra については、本告示における別表第
3で規定されている（共同住宅共用部は本告示の第 2、2-2（2）ハにて規定されている）。この

係数 ,SW ra は、地域別、室用途別に定められた基準一次エネルギー消費量原単位（単位床面積あ
たりの基準一次エネルギー消費量）であり、次式（3.4.2）、（3.4.3）により算出される。

3
, , 10SW r Ws r Wsa Q C � u u  （3.4.2）

＝ × × × －QWs,r cW ×ȡW VW,d,r șWout șWinDW,r（ ） （3.4.3）

　ここで、

 ,Ws rQ  ：室 rの年間平均給湯負荷［kJ/（m
2・年）］

 WsC  ：基準設定設備効率［－］

wc  ：水の比熱（4.2）［kJ/（kg・K）］

, ,W d rV  ：室 rの単位床面積あたりの日付 dにおける日積算湯使用量［L/（m2・日）］

,W rD  ：室 rの年間給湯日数［日］

WoutT  ：基準設定給湯温度［℃］

WinT  ：年平均給水温度［℃］
ȡw ：水の密度［kg/L］

　基準設定設備効率 WsC については、旧基準におけるCEC/HW（年間給湯消費エネルギー量を
年間仮想給湯負荷で除した値）の基準値が Ix ≦ 7 の場合は 1.5 であり、平成 25 年基準における
設計一次エネルギー消費量を算出する際には Ix=7 相当の仮想配管を想定して配管熱ロスを計算

していることから、 WsC ＝ 1.5 とした。

　各室の日積算湯使用量 , ,W d rV 及び年間給湯日数 ,W rD は、室 rの室用途の標準室使用条件にお
ける日積算湯使用量及び年間給湯日数を用いた。ただし、日積算湯使用量 , ,W d rV について、一部

第四章　給湯設備
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の室用途では単位床面積あたりの使用量［L/（m2・日）］ではなく単位人員あたりの使用量［L/（人・
日）］で規定されている。単位人員あたりの使用量で規定されている室用途については、この値
に、在室者数参照値［人 /m2］を掛けて、単位床面積あたりの使用量とした。

　基準設定給湯温度 WoutT は、一律 43℃とした。また、年平均給水温度 WinT については、地域別
に表 3.4.1 のように定めた。

表 3.4.1　年平均給水温度

地域 年平均給水温度
1 7.767℃
2 8.458℃
3 10.642℃
4 11.483℃
5 13.083℃
6 15.792℃
7 18.125℃
8 22.867℃

　以上を踏まえて算出された係数 ,SW ra の値を表 3.4.2 に示す。
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表 3.4.2　給湯設備の基準一次エネルギー消費量原単位
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表 3.4.2　給湯設備の基準一次エネルギー消費量原単位（続き）
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表 3.4.2　給湯設備の基準一次エネルギー消費量原単位（続き）
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表 3.4.2　給湯設備の基準一次エネルギー消費量原単位（続き）
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　昇降機の基準一次エネルギー消費量は、本告示で規定される方法に従い、次式 (3.5.1) により
算出する。

ESEV＝
n

Σ
i=1
( )LSEV,i VSEV,i × × ×9760 10－3× TSEV,i× MSEV,i NSEV,i×CSEV×

860  （3.5.1）

　ここで、
LSEV,i ：昇降機系統 の積載質量［㎏］
VSEV,i ：昇降機系統 の定格速度［ｍ /分］
CSEV ：基準設定速度制御係数［－］
TSEV,i ：昇降機系統 の年間運転時間［時間］
MSEV,i ：昇降機系統 の輸送能力係数［－］
NSEV,i ：昇降機系統 に属する昇降機の台数［台］
n ：当該非住宅建築物における昇降機系統の数［－］

　基準設定速度制御係数は、表 3.5.1 のとおりとする。これは、平成 24 年時点で流通している
昇降機の速度制御方式は「可変電圧可変周波数制御方式（電力回生なし）」が一般的であり、こ
の制御方式の速度制御方式によって定められる係数が 1/40 であることによる。

表 3.5.1　基準設定速度制御係数
制御方式 係数

基準設定速度制御係数 1/40

　輸送能力係数とは、標準的な 5分間輸送能力と計画された昇降機の 5分間輸送能力との比で
あり、エレベーターのサービス水準が過剰に設定された場合に、基準一次エネルギー消費量を
見かけ上小さくなるように補正するための係数である。輸送能力係数の算出には次のルールを
適用できるものとする。

　・　主たる建物用途が事務所等、ホテル等の場合において、昇降機の台数が 2台以下の場合、
もしくはバックヤードに設置される場合は、輸送能力係数は 1とすることができるもの
とする。

　・　主たる建物用途が事務所等、ホテル等以外の場合は、輸送能力係数は台数に依らず 1と
することができるものとする。

　・　事務所等、ホテル等において、計画輸送能力が標準輸送能力を超えるときにおいて、（計
画台数 -1）の台数で標準輸送能力を下回る場合は、輸送能力係数は 1とすることができ

第五章　昇降機
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るものとする。
　・　主たる建物用途が事務所等であり、当該建築物の階数が4階以下または床面積の合計が4，

000㎡以下の場合には、平均運転時間間隔Δ T［秒］を 30 で除した値を輸送能力係数と
することができるものとする。但し、平均運転時間間隔が 30 秒以上の場合は輸送能力係
数は 1とする。
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　その他一次エネルギー消費量は、主にOA機器（パソコンやプリンター等）等によるエネル
ギー消費量を想定した消費量であり、設計一次エネルギー消費量にも基準一次エネルギー消費
量にも同じ値が与えられる。「その他」のエネルギー消費量に含まれることのある、厨房の調理
や融雪のためのエネルギー消費量は、省エネルギー基準における「その他一次エネルギー消費量」
には含まれていない。
　その他一次エネルギー消費量は、本告示で規定される方法に従い、次式（3.6.1）により算出する。

� �,
1

n

M M r r
r

E a A
 

 u¦  （3.6.1）

　ここで、

,M ra  ：空調対象室 rの室用途毎に定まる係数［MJ/（m
2・年）］

rA  ：空調対象室 rの床面積［m2］
n  ：当該非住宅建築物における空調対象室の数［－］

　空調対象室 rの室用途毎に定まる係数 ,M ra については、本告示における別表第 3にて規定さ
れている。この係数 ,M ra は、各室用途の標準室使用条件における機器発熱量の年間積算値を一
次エネルギー換算した値であり、次式 (3.6.2) により算出される。

QA,r,d,j＝
365

Σ
d=1

24

Σ
j=1

×aM,r ×10－6fprim,e
 （3.6.2）

　ここで、

 QA,r,d,j  ：日付 d、時刻 における室 rの機器発熱量［W/m2］
fprim,e  ：電気の量１キロワット時を熱量に換算する係数［kJ/kWh］

　なお、一部の室用途については、待機電力を想定して非空調時間帯における機器発熱量を見
込んでいるが、その他エネルギー消費量の計算には、この非空調時間帯の機器発熱量も含めて
算出するものとする。

　電気の量１キロワット時を熱量に換算する係数 fprim,e は、本告示における別表第 6に記載さ
れている数値を用いる。

第六章　その他一次エネルギー消費量


